
 

出水市学校給食費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、学校給食法（昭和２９年法律第１６０号。以下「法」とい

う。）に基づき実施される学校給食に関し、法第１１条第２項に規定する学校

給食に要する経費（以下「学校給食費」という。）の全部又は一部を補助する

ことにより、保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援を拡充することを目的

に、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については出

水市補助金等交付規則（平成１８年出水市規則第４８号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、住民基

本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき本市が備える住民基本台帳に登

録されている者で、出水市立の小学校、中学校及び義務教育学校（以下「市立

学校」という。）に在籍する児童生徒の保護者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、

補助金の交付を受けることができない。 

⑴ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１３条の規定に基づく学校給

食費に係る扶助を受けている世帯に属するとき。 

⑵ 出水市児童生徒就学援助に関する規則（平成１８年出水市教育委員会規則

第２３号）に基づく学校給食費の援助を受けているとき。 

⑶ その他学校給食費について、国又は地方公共団体の助成を受けているとき。 

⑷ 学校給食費を滞納しているとき（当該保護者に係る児童生徒が在籍する市

立学校の学校長が分納誓約書を徴し、履行されている場合を除く。）。 

⑸ その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めるとき。 

（補助金の額） 

第３条 市立学校に在籍する児童生徒１人に係る１月当たりの補助金の額は、次

の各号に掲げる児童生徒の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 



 ⑴ 第１子及び第２子の児童生徒 保護者が負担すべき学校給食費相当額。た

だし、１，０００円（出水市特別支援教育就学奨励費に関する規則（平成３

０年出水市教育委員会規則第２号）に基づく学校給食費の援助を受けている

場合は、５００円）を上限とする。 

 ⑵ 第３子以降の児童生徒 保護者が負担すべき学校給食費相当額。ただし、

出水市特別支援教育就学奨励費に関する規則に基づく学校給食費の援助を受

けている場合は、当該額に２分の１を乗じて得た額とする。 

２ 児童生徒の第１子、第２子及び第３子以降の算定については、世帯内で養育

する１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの者のうち上から数えるも

のとする。 

（補助金の交付の申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、学校

給食費補助金交付申請書兼同意書（第１号様式）を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 申請者は、前項の規定による申請に対し補助金の交付の決定があったとき

は、当該補助金に係る金銭の請求及び概算払の申請並びに概算払いを受けた補

助金の精算に関する一切の権限を、当該申請者に係る児童生徒の属する市立学

校の学校長に委任することができる。この場合において、当該請求及び概算払

の申請並びに精算に関する手続きは第８条の規定を準用する。 

（補助金の交付の決定の通知） 

第５条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、速やか

にその内容を審査し、適当と認めるときは、学校給食費補助金交付決定通知書

（第２号様式）により当該申請を行った者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第６条 規則第１３条の規定による実績報告は、市長が、補助対象者の学校給食

費の納付状況等を当該補助対象者に係る児童生徒の在籍する市立学校の学校長

に照会し、確認することにより、補助対象者からの実績報告が行われたものと

みなす。 

 （補助金の額の確定の通知） 



第７条 規則第１４条の規定による補助金の額の確定の通知は、補助金交付確定

通知書（第３号様式）により行うものとする。 

（補助金の交付） 

第８条 規則第１６条第１項の補助金等交付請求書は、第４号様式によるものと

する。 

２ この補助金は、概算払により交付することができる。 

⑴ 概算払は第１学期及び第２学期において申請することができる。 

⑵ 概算払の申請額は、第５条の規定による交付の決定の通知に内訳額として

記載される当該学期分の交付決定額を限度とする。 

３ 規則第１６条第３項の概算払申請書は、第５号様式によるものとする。 

４ 前２項の規定により概算払いを受けたときは、概算払いに係る事務又は事業

が完了したときから３０日以内に概算払精算書（第６号様式）を提出しなけれ

ばならない。 

（その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この告示は、令和４年９月１日から施行し、令和４年９月分以降の学校給食

費について適用する。 

 （出水市令和４年度における学校給食費一括納入者に係る学校給食費補助金交

付要綱の廃止） 

２ 出水市令和４年度における学校給食費一括納入者に係る学校給食費補助金交

付要綱（令和４年出水市告示第１５５号）は、廃止する。 

 

 



第１号様式（第４条関係） 

年  月  日  

 

 

 （宛先）出水市長 

 

 

申請者 住  所            

氏  名         印  

電話番号            

 

 

       年度学校給食費補助金交付申請書兼同意書 

 

     年度学校給食費補助金を交付くださるよう、出水市補助金等交付規則

第３条及び出水市学校給食費補助金交付要綱第４条の規定により、下記のとおり

申請します。 

 なお、当該事務手続を行うに当たり、学校給食費の納入状況その他事務に必要

な情報を市が調査し、又は学校長が市に提供することに同意します。 

記 

１ 対象児童又は生徒 

氏名 学年 区分 氏名 学年 区分 

 年 第   子  年 第   子 

 年 第   子  年 第   子 

  ※区分は、世帯内で養育する１８歳に達する日以後の最初の３月３１日まで

の者のうち上から数えてください。 

２ 補助金交付申請額          円 

 



３ 振込先 

 

――――――――――――――――委任状―――――――――――――――― 

 

 私は、この交付申請による上記児童生徒に係る学校給食費補助金について、交

付の決定があったときは、当該補助金の交付の請求並びに概算払の申請及び精算

に係る一切の権限を       学校長に委任します。 

 

               委任者 住所 

氏名            印   

金融機関名 
         銀行・金庫        本店・支店 

         組合・農協        本所・支所 

口座種別 普通 ・ 当座 ・ その他（    ） 

口座番号  

フリガナ 

口座名義人 
 



第２号様式（第５条関係） 

出   第     号  

    年  月  日  

 

 

          様 

 

 

出水市長          印   

 

 

    年度学校給食費補助金交付決定通知書 

 

   年  月  日付で申請のあった    年度学校給食費補助金について

は、出水市補助金等交付規則第４条の規定により、下記のとおり交付することに

決定したので通知します。 

記 

１ 交付決定額                円 

２ 決定額内訳 

    学期分                円 

    学期分                円 

    学期分                円 

３ 交付の条件 

  



第３号様式（第７条関係） 

出   第     号  

    年  月  日  

 

 

         様 

 

 

出水市長          印   

 

 

    年度学校給食費補助金交付確定通知書 

 

     年  月  日付け出  第   号で交付決定の通知をした    

 年度学校給食費補助金については、出水市補助金等交付規則第１４条の規定に

より、次のとおり確定したので通知します。 

 補助金の額  金          円 

  



第４号様式（第８条関係） 

年  月  日  

 

 

 （宛先）出水市長 

 

 

請求者 学校名            

    学校長         印  

 

 

       年度学校給食費補助金交付請求書 

 

     年  月  日付け出 第   号の補助金交付決定（確定）通知に

基づく    年度学校給食費補助金を交付くださるよう、出水市補助金等交付

規則第１６条の規定により、下記のとおり請求します。 

記 

１ 交付請求額  金          円 

補助金の総額 前回までの交付額 今回請求額 未請求額 

円 円 円 円 

 



第５号様式（第８条関係） 

年  月  日  

 

 

 （宛先）出水市長 

 

 

申請者 学校名            

    学校長         印  

 

 

       年度学校給食費補助金概算払申請書 

 

     年  月  日付け出 第   号で交付決定通知があった     

年度学校給食費補助金を、出水市補助金等交付規則第１６条及び出水市学校給食

費助成事業補助金交付要綱第８条の規定により、下記のとおり概算払くださるよ

う関係書類を添えて申請します。 

記 

１ 概算払申請額  金          円 

２ 概算払を必要とする理由 

  



第６号様式（第８条関係） 

 

年  月  日  

 

 （宛先）出水市長 

 

申請者 学校名              

学校長          印   

 

    年度学校給食費補助金概算払精算書 

 

    年  月  日に受領した上記補助金の概算払については、出水市学校給

食費助成事業補助金交付要綱第８条の規定により、下記のとおり精算します。 

 

記 

 

事業費 
補助金交付

決 定 額 

概算払

受領額 

概算払

精算額 
差引き 

概算払精算

済合計 
未請求額 

              

 


